
各種手当の所得限度額 手当に適用される控除額

※注(１)…受給者が父または母以外（養育者等）の場合は児童扶養手当でも控除
することができます。

※注(２)…扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得の控除として、扶養親族が
※児童扶養手当の本人所得額は、税法上の所得金額に養育費の8割を加えたもの ２人以上の場合に適用されます。老人扶養親族のみの場合は２人目から 
   です。受給者が父または母以外の場合（たとえば養育者等）、養育費は加えません。 控除されます。
※扶養義務者とは、申請者と同居しているご家族（父母、兄弟姉妹、子ども等）。 ※注(３)…１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定
   同居している場合、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。 扶養控除と同額が控除できます。

■所得とは■
給与所得者の場合…給与所得（源泉徴収票の給与所得控除後の金額）－右記の控除額
事業所得者の場合…事業所得（確定申告書の所得金額）－右記の控除額
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単位：円

適用手当名 税法上の控除 適用手当名

単位：円≪限度額未満≫
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☆お問い合わせ☆

板橋区役所 子ども政策課 子どもの手当医療係

〒173-8501 板橋区板橋２－６６－１ 📞３５７９－２４７７

赤塚支所 住民サービス係

〒175-0092 板橋区赤塚６－３８－１ 📞３９３８－５１１３


